
低濃度ＰＣＢ汚染廃電気機器等運搬処理業務仕様書 

 

 本仕様書は、低濃度ＰＣＢ廃電気機器等運搬処分業務の内容を示すものである。また、

本仕様事項および本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、発注者、受

注者協議のうえ解決するものとする。 

 

 

目的 

 低濃度ＰＣＢ廃棄物を収集し、安全かつ適正に無害化施設に運搬し、処分を行う 

ことで、保管事業者としてＰＣＢ廃棄物の適正な処分に努めるものである。 

 

 

対象となる低濃度ＰＣＢ廃棄物の保管場所 

 尾鷲市中央町１０番４３号 

 尾鷲市役所 

 

 

業務の概要 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処 

理法」という。）、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平

成１３年法律第６５号）、低濃度ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドラインその他関係法令

等を遵守し、業務の安全に十分配慮しつつ、尾鷲市役所において保管する低濃度ＰＣＢ

廃棄物について適正に収集及び低濃度ＰＣＢ廃棄物無害化処理認定施設もしくは都道

府県等許可施設への運搬並びに処理を行う。なお履行期間中に最終処分が完了されてい

ること。 

 

   

業務の内容 

 ＰＣＢ廃棄物を収集運搬し処分を行うものとする。 

（１）搬出・搬入 

 ア 保管場所から車両積み込み場所までの移動は受注者が行うものとする。車両積み 

込み場所は、建物敷地内とする。 

 イ 車両への積み込み及び処理場への搬入については、受注者が行うものとする。 

 ウ 作業に必要な資機材については、原則として受注者が準備するものとする。 

（２）運搬 

 ア 運搬車両は「ＰＣＢ廃棄物の収集運搬業に係る都道府県知事等の許可」を受けて

いるものとする。 



 イ 積替え保管する場合は積替え保管の許可を有していること。 

ウ 運搬の日程については別途協議とする。 

（３）無害化処理 

 ア 処理場は「廃棄物処理法第１５条の４の４第１項に基づく無害化処理の認定」又

は「微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処分業に係る都道府県知事等の許可」を受け

ているものとする。 

（４）処分 

   無害化処理後の廃棄物は、関係諸法令に基づき適正に処分するものとする。 

 

 

契約の締結等 

 対象となる廃棄物の収集運搬を行う者と処分を行う者が異なる場合、処分を行う者を

低濃度ＰＣＢ廃棄物無害化処理認定施設から選定すること。また、本件業務に係る契約

は、収集運搬及び処分を行うそれぞれの受注者と発注者との間で行うものとする。 

この場合において、本仕様書の記載事項については、収集運搬及び処分を行うそれぞれ

の受注者ごとに適用する。 

 

 

業務の委託にあたっての条件 

 ア 当該事業者は三重県及び処分先のＰＣＢ廃棄物の収集運搬業に係る都道府県知

事等の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を有していること。 

（三重県及び処分先のＰＣＢ廃棄物特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の写しを 

提出のこと） 

   積替え保管する場合は積替え保管の許可を有していること。 

  （積替え保管の許可の写しを提出のこと） 

 イ 特別管理産業廃棄物収集運搬、無害化処理及び最終処分までの業者との契約を交

わすことができること。 

 ウ 契約期間中、収集した特別管理産業廃棄物の最終処分完了まで廃棄物処理法に基

づく電子マニフェストシステム（ＪＷＮＥＴ）の運用・管理ができること。 

 

 

提出書類 

 ア 業務写真 

 イ 完了報告書 

 

 

 

 



 

廃棄物の種類・数量・保管場所 

別紙１及び別紙２ 参照 

搬出にあたり必要に応じて事前に現地確認のこと。 

 

 

マニフェストの取扱 

 廃棄物の収集・運搬及び処分にあたっては、電子マニフェストシステム（JWNET） 

を用いてその処理状況を適切に報告するものとする。受注者による電子マニフェストシ

ステムの使用に係る費用は受注者が負担するものとする。 

 

 

関係法令の遵守 

 （１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 （２）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 

 （３）低濃度ＰＣＢ汚染物収集・運搬ガイドライン 

 （４）低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理に関するガイドライン 

 （５）微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理に関するガイドライン 

 （６）その他関係法令 

 

 

支払いについて 

 電子マニフェストシステム（JWNET）にて最終処分確認し、請求書受領後３０日以

内に支払うものとする。 

 

 

履行期間 

契約の日から令和８年３月３１日まで 
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